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総 務 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２６年１２月５日（金）午前　９時５８分　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１０時３２分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員
委 員 長 野口　博  副委員長 水谷　毅  委　　員 三好義治
委　　員 中川嘉彦  委　　員 渡辺慎吾

１．欠席委員
なし

　　　　
１．説明のため出席した者
　　市　長　森山一正 　　　副市長　小野吉孝
　　市長公室長　乾　富治 　同室次長　山口　猛　　秘書課長　池上　彰
　　政策推進課参事　上田和生 人事課長　大橋徹之
　　総務部長　有山　泉 　　同部参事兼市民税課長　和田元伸
　　防災管財課長　西川　聡 財政課長　石原幸一郎 情報政策課長　槙納　縁
　　納税課長　岩見賢一郎
　　消防長　熊野　誠　　　　消防本部次長兼消防署長　樋上繁昭
　　消防本部参事兼総務課長　明原　修 警備課長　橋本雅昭
　　警備課参事兼警防第１課参事　木下正雄 警備課参事兼警防第２課参事　幸田英基

１．出席した議会事務局職員
事務局長　藤井智哉 同局総括主査　湯原正治

１．審査案件（審査順）
議案第６４号　平成２６年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分
議案第６７号　平成２６年度摂津市財産区財産特別会計補正予算（第１号）
議案第７８号　摂津市税条例の一部を改正する条例制定の件
議案第７５号　摂津市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件
議案第７６号　特別職の職員の給与に関する条例及び摂津市議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定の件
議案第７７号　一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件
議案第７２号　吹田市・摂津市消防通信指令事務協議会規約の一部変更に関する協議

の件
議案第８１号　摂津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前９時５８分　開会）

○野口博委員長　皆さん、おはようござ

います。

　ただいまから総務常任委員会を開会い

たします。

　最初に理事者から挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　師走お忙しいところ、委員会を開催い

ただきまして大変ありがとうございます。

　本日は、先日の本会議で付託されまし

た案件についてご審査をいただくわけで

すが、何とぞ慎重審査の上、ご可決賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

　一旦、退席させていただきます。

○野口博委員長　挨拶が終わりました。

　本日の委員会記録署名員は、水谷委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　異議なしと認め、その

ように決定します。

　暫時休憩します。

（午前　９時５９分　休憩）

（午前１０時　　　　再開）

○野口博委員長　再開します。

　最初に、議案第６４号所管分の審査を

行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。質疑のある方よろしくお

願いいたします。

　中川委員。

○中川嘉彦委員　おはようございます。

　それでは、一つだけ質問させていただ

きたいと思います。

　議案第６４号の４７ページのその１で、

小学校耐震補強等事業と中学校耐震補強

等事業があるのですけれども、小学校耐

震補強等事業では６億４，３４１万１，

０００円、中学校では１０億６，０９８

万１，０００円の見込みになっています

けれども、国府支出金、地方債をそれぞ

れ率で見てみますと、小学校の耐震補強

でしたら約１億７，４００万円で約２７

％、地方債では約３億５，１００万円で

５５％。中学校で見ますと、約３億９，

９００万円で約３８％、地方債４億９，

６００万円で約４７％。この国府支出金、

地方債は同じ小学校と中学校の耐震補強

等事業なんですけれども、予算の組み方

を小学校で見ますと、小学校のほうが国

府支出金は少なくて、地方債は多いと。

相対的に一般財源とすれば、小学校で１

８％、中学校で１５％ぐらいでニアリー

なのかなと。ここら辺の地方債と国府支

出金の組み方をお教えいただきたいと思

います。

○野口博委員長　石原課長。

○石原財政課長　それでは、中川委員の

ご質問にご答弁申し上げます。

　債務負担行為の中で小学校耐震補強等

事業と中学校耐震補強等事業の中の財源

の内訳でございます。この中で今回小学

校につきましては二つの小学校、中学校

では三つの中学校で耐震と大規模改修の

工事等を予定しております。交付金につ

きましては、耐震が２分の１、それと大

規模改修等はおおよそ７分の２を交付金

として計上しております。

　それから、支出額からそれらの国府支

出金を除きまして、それに対しての地方

債としましては７５％の分をこの財源と

して充てておりまして、残りが一般財源

という形になっているものでございます。

○野口博委員長　中川委員。

○中川嘉彦委員　そうしますと、小学校

と中学校は同じような扱いということで

理解してよろしいのですね。ありがとう
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ございました。

○野口博委員長　質疑はほかにございま

せんか。

　水谷委員。

○水谷毅委員　それでは、３点質問させ

ていただきたいと思います。

　一般会計補正予算書６ページの債務負

担行為についてでございますけれども、

そこで２点お伺いいたします。

　まず、総合行政ネットワーク府域ネッ

トワーク整備事業ということで、５年間

の債務負担行為で約５００万円が計上さ

れておりますけれども、従来この費用に

つきまして債務負担行為で確保されておっ

たのかどうかについて、まず１点お伺い

します。

　２点目には、同じく債務負担行為の中

で収納事務事業（コールセンター業務）

がございます。こちらのほうで同じく５

年間の債務負担行為で約６，５００万円、

年間にしますと１，３００万円に当たる

金額が債務負担行為で計上されておりま

す。従来、職員の方で電話等を通じて収

納に関する業務を行っておられたと思う

んですけれども、いつごろからコールセ

ンターを活用されたのか。また、実際何

人ぐらいで担当されているのか。また、

コールセンターを開設することによるメ

リットについてお尋ねしたいと思います。

　次に３点目、補正予算書の４３ページ

になりますけれども、今回案件の中で給

与及び手当に関する案件が多数ございま

す。その中で本会議の中でも各部長から

ご説明いただいたんですけれども、例え

ば一般職、特別職、水道部等でこの率が

零点何パーセントということで、各部署

によって改定率が違うわけなんですけれ

ども、その内容についてお尋ねしたいと

思います。

○野口博委員長　槙納課長。

○槙納情報政策課長　それでは、水谷委

員のご質問にお答えいたします。

　今回、総合行政ネットワーク、略称で

ＬＧＷＡＮと呼ばれているものですが、

府域ネットワーク整備事業で債務負担行

為限度額を設定させていただいておりま

す。従来は大阪電子自治体推進協議会が

運用経費を負担金として各市から徴収を

しておりましたので、予算につきまして

は単年度で計上をさせていただいており

ました。今回、負担金という形ではなく、

各市町村で個別に契約をするという形態

となりましたので、債務負担行為で５年

間の限度額を設定させていただいたもの

でございます。

○野口博委員長　岩見課長。

○岩見納税課長　それでは、コールセン

ター収納事務事業に関しましてのご質問

２点についてお答えさせていただきます。

　まず、コールセンターの開設でござい

ますけれども、この事業につきましては

平成２２年８月から行っており、債権回

収業務のノウハウを有する民間業者に委

託して、市税また国民健康保険料などに

ついて督促状が発行されたもののうち、

主に現年度分についての未納者を対象に

電話での納付の確認を行うこととしてお

ります。

　コールセンターの人員でございますけ

れども、通常につきましては責任者が１

名とオペレーターが２名でございます。

１年間のうち夏、冬にかけましての各１

か月間につきましては、他の介護保険料、

上下水道等の催告も行っておりますので、

そのときにはオペレーター１名を増員し

ておるところでございます。

　続いて、コールセンターのメリットと

いうことでございますけれども、昨年１

年間のコールセンターにかかりました契

約金額につきましては、約９９７万円と
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いうことでございます。それで、市税、

国民健康保険料を合わせて電話で約束を

していただいたものが約７，０００万円

収納を確認しておるところでございます。

実際にはこの確認をするにはなかなか時

間がかかることもありますので難しいと

ころがございますけれども、この額の２

分の１ということを考えますと、約３，

５００万円の効果もあるということでか

なりのメリットもあるかと思います。

　そして、これは平成２２年度から事業

を開始したものでございますが、平成２

１年度が現年収納率９７％に対しまして、

２２年度が９７．２％と０．２％上昇し

ております。平成２５年度には９８．５

％という形で年々増加傾向にあり、本事

業の効果があらわれているものと考えて

いるところでございます。

○野口博委員長　大橋課長。

○大橋人事課長　給与改定の率について

の質問にご答弁申し上げます。

　今回の給与改定につきましては、人事

院の勧告制度に基づくというものでござ

いまして、国のほうでは平均で０．３％

の改定率ということになっております。

ただ、平均でございますので、若年層に

ついてはもう少し率が高く、高齢層につ

いては率が低くなるというものでござい

ます。この平均で０．３％という改定後

の給料表というものに本市の全職員を当

てはめていくことになります。したがい

まして、会計ごとに属する職員の年齢構

成であったり、職階の部分であったりと

いうことが違いますので、おのずと改定

率も変わってくるということで、ここで

は一般会計に属する職員ということで０．

３８％ということになりますけれども、

全職員では本会議でも市長公室長からご

説明申し上げましたように０．３９％と

いうことになります。

○野口博委員長　水谷委員。

○水谷毅委員　まず１点目のＬＧＷＡＮ、

総合行政ネットワークの件です。今回、

債務負担行為に至ったという経過につい

ては理解ができました。現在、インター

ネット環境等、こういったＬＧＷＡＮを

使わなくてもできるような通信環境とい

うのが大分整ってきたと思うんですけれ

ども、このＬＧＷＡＮを使わなくてはな

らない、なぜ使わないといけないか、ま

た使ったメリット等についてお聞かせい

ただきたいと思います。

　２点目のコールセンター業務の件です。

平成２２年８月からコールセンターを開

設し、収納率のアップに尽力されてこら

れた旨了解いたしました。

　あと、このコールセンター業務という

のは、例えば国民健康保険であったりと

か、市民税であったりとか、幾つかの部

署にまたがって業務を行っておられるわ

けなんですけれども、その費用について

各課で案分をしていくのかどうかについ

て。

　２点目は、電話対応というのは顔が見

えない分、非常に難しい内容でございま

すけれども、各課それぞれ性格の違う内

容になろうかと思うんですけど、しっか

り例えばマニュアルがあるかどうかとか、

担当者と各課の連携がしっかりできてな

いと逆にマイナス面も出てくるかと思う

んですけど、そういう点でどういうふう

な努力をされているのか。

　もう一つは、最近、家庭用の電話があ

るにはあるんですけれども、ほとんど携

帯電話でやりとりをするというふうな環

境の中で、固定電話の番号を教えていた

だいていても、なかなかつながらないと

いうこともだんだんふえているのではな

いかと思います。それに対して、どうい

うふうな工夫をされているのかについて
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お尋ねをしたいと思います。

　３点目の給与・手当等の改定率の件で

す。人事課長のお話から内容が了解でき

ました。やはり、勤め人としては給与と

か手当というのは非常にモチベーション

にも影響する内容だと思いますので、今

回こういう理由でここの部署はこうなっ

たよというのがしっかり職員の皆さんに

も伝わって、それなら頑張ろうというふ

うな情報伝達ができるようにさらに努め

ていただけたらと思います。

○野口博委員長　槙納課長。

○槙納情報政策課長　２回目の質問にお

答えさせていただきます。

　現在、インターネット環境は整ってい

る状況でございます。ただ、ＬＧＷＡＮ

につきましては、地方公共団体を相互に

接続する行政専用のネットワークとなっ

ております。インターネットを経由しな

い閉壁網であることから、安定した通信

及び高度なセキュリティを確保すること

ができるものとなっております。

　現在、登記オンラインシステムでの利

用や住基ネット、さまざまな行政システ

ムで利用がされております。今後は、マ

イナンバーにおける中間サーバーでの連

携と個人情報を保護する上で、インター

ネット環境とは別にＬＧＷＡＮ環境とい

うものは、なくてはならないものとなっ

ているのが現状でございます。

○野口博委員長　岩見課長。

○岩見納税課長　２回目のご質問にお答

えさせていただきます。

　まず、費用負担についてのご質問でご

ざいますけれども、一括して納税課で予

算措置をさせていただいておりますけれ

ども、水道部に関しましては企業会計と

いうことがございますので、水道部から

はかかった費用については、費用を案分

して一般会計に歳入として入れさせてい

ただいております。

　続きまして、顔が見えないということ

で市民との接し方ということでございま

すけれども、当初より対応のマニュアル

等も企業のほうと我々とも協議をして作

成し、それに基づいて対応するようにい

たしております。したがいまして、各課

との連携ということもございますけれど

も、コールセンターが新館の２階にござ

います。何かありましたら直接コールセ

ンターの責任者の方と話をさせていただ

いて、調整を図っているところでござい

ます。

　あと、最近の携帯電話の普及というこ

とでの電話番号の照会等々が難しいとい

うことで連絡がとれないということでご

ざいますけれども、委員がご指摘のとお

り、電話番号を調べるのに苦慮している

ところでございます。ただ、こちらのほ

うからも督促または催告の文書を送付い

たしておりますので、それでこちらのほ

うに連絡があった場合に必ず電話番号、

連絡先をお聞きさせていただいて登録さ

せていただいているような状況でござい

ます。

○野口博委員長　水谷委員。

○水谷毅委員　まず、総合行政ネットワー

クの関係に関しましては、今後のマイナ

ンバー等を含めまして必要なＬＧＷＡＮ

であるということが理解できました。

　１点だけ、例えば防災等への活用とい

う点でございますけれども、インターネッ

トのネットワークとは別にこのＬＧＷＡ

Ｎを組んでおられると思います。防災方

面にも応用ができるのかどうか、例えば

一般のインターネットの回線がプロバイ

ダー等の都合でどうしてもダウンした場

合にそれも使えるという内容なのかどう

かについてお尋ねします。

　２点目のコールセンター業務の費用案
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分については理解ができました。また、

担当部課がそばにいらっしゃってやりと

りもできるという点理解ができました。

　あとは１点、固定資産税とか府・市民

税については、１期から４期まで４枚つ

づりあるいは全納分とかで納付書が来る

わけです。そういう意味で極端な話をす

れば、コールセンター業務が始まった平

成２２年から数年がたっているわけなん

ですけれども、ある意味どうしても納付

をお忘れになってしまうというふうな傾

向性みたいな感じで出てくると思うんで

すけれども、そういう情報がもしあるの

であれば、前もってお知らせをする予告

とか、そういうふうな活用もされている

のかどうかについてお尋ねしたいと思い

ます。

○野口博委員長　岩見課長。

○岩見納税課長　うっかり忘れの防止の

ために、前もって連絡というご質問かと

思いますけれども、あくまでも督促を出

させていただいて、なおかつ一定期間経

過された方にのみこちらのほうからご連

絡をさせていただいて、納付はお済みで

しょうかということで問いかけをさせて

いただいているということでございます

ので、前もっての通知とか電話とかはし

ていないのが現状でございます。

○野口博委員長　有山部長。

○有山総務部長　ＬＧＷＡＮの利用で防

災への活用ということでございます。

　ＬＧＷＡＮは、私どものほうで端末と

いうことで直接つながっているのは当初

は１台だったのですが、今は複数機種で

つながっております。この分の最初の開

発は総務省で出発しております。したが

いまして、総務省の中に消防庁というこ

とであります。これ自身の活用は、各市

のデータを寄せ集めてくるといったよう

な仕組みになっております。今後、防災

での活用についても、総務省のほうで検

討されるものと思っております。基本的

にＬＧＷＡＮで共通のプラットフォーム

を各自治体でつくっているという、これ

が現在の状況でございます。マイナンバー

も含めまして、さまざまな活用が今後予

定されているところでございます。

○野口博委員長　水谷委員。

○水谷毅委員　まず、総合行政ネットワー

クの件は、防災の活用も検討されている

ということで、情報というライフライン

は非常に大事な点だと思いますので、ま

たその辺の変更がありましたら、本市と

しても対応していただきたいというふう

に思います。

　あと、コールセンター業務でございま

すけれども、予告のお電話は今のところ

対応していないということでございまし

た。これは要望になりますけれども、市

民の方で２件お話があったのは、納付書

が１、２、３、４とあります。一遍ばら

けてしまいますと、次に納付するまでの

間でどれを納付してどれを納付していな

いのか、特に１回目のときに間違えて２

番目の納付書で納付してしまったと。結

果的に１番の納付書は滞納になってしま

うということで、延滞金が発生したとい

うふうなことが２件ございました。そう

いう意味で、収納する窓口ではそこまで

確認できないと思うんですけれども、も

しそういうことがあった場合に、担当課

としてどういうふうに措置をしていくの

か、これは要望ですけれども、お考えい

ただきたいというふうに思います。

○野口博委員長　水谷委員の質疑を終わ

ります。

　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　質疑なしと認め、以上

で質疑を終わります。
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　暫時休憩します。

（午前１０時２１分　休憩）

（午前１０時２３分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　議案第６７号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　質疑なしと認め、質疑

を終わります。

　続いて、議案第７８号の審査を行いま

す。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　質疑なしと認め、質疑

を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時２４分　休憩）

（午前１０時２５分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　議案第７５号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　質疑なしと認め、質疑

を終わります。

　続いて、議案第７６号の審査を行いま

す。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　質疑なしと認め、質疑

を終わります。

　続いて、議案第７７号の審査を行いま

す。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　質疑なしと認め、質疑

を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時２６分　休憩）

（午前１０時２８分　再開）

○野口博委員長　再開します。

　議案第７２号の審査を行います。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　質疑なしと認め、質疑

を終わります。

　続いて、議案第８１号の審査を行いま

す。

　本件については補足説明を省略し、質

疑に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　質疑なしと認め、質疑

を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時２９分　休憩）

（午前１０時３１分　再開）

○野口博委員長　それでは再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○野口博委員長　討論なしと認め、採決

します。

　議案第６４号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口博委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第６７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口博委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第７２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。
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（挙手する者あり）

○野口博委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第７５号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口博委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第７６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口博委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第７７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口博委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第７８号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口博委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第８１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○野口博委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　以上で、本委員会を閉会します。

（午前１０時３２分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

総務常任委員長 野 口 　 博

総務常任委員  水 谷 　 毅
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